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都
市
計
画
審
議
会
を

傍
聴
で
き
ま
す

【
日
時
】　

12
月
22
日
㈪
午
後
３

〜
５
時
（
午
後
２
時
45
分
ま
で

に
直
接
会
場
へ
）

【
会
場
】　

区
役
所
７
階
会
議
室

【
案
件
】

▽
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
つ

い
て

▽
都
市
再
開
発
の
方
針
の
変
更

に
つ
い
て

▽
住
宅
市
街
地
の
開
発
整
備
の

方
針
の
変
更
に
つ
い
て

▽
葛
飾
区
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
の
進し

ん
ち
ょ
く捗
に
つ
い
て

【
担
当
課
】

街
づ
く
り
調
整
課

　

☎（
５
６
５
４
）８
３
２
８

男
女
平
等
推
進
審
議
会

を
傍
聴
で
き
ま
す

【
日
時
】

１
月
８
日
㈭
午
後
３
〜
５
時

【
会
場
】　

ウ
ィ
メ
ン
ズ
パ
ル

（
立
石
５
–
27
–
１
）

【
定
員
】　

20
人

【
申
込
方
法
】

　

12
月
18
日
㈭
午
前
９
時
か
ら

電
話
で（
先
着
順
）。

【
申
し
込
み
・
担
当
課
】

人
権
推
進
課

　

☎（
５
６
９
８
）２
２
１
１

「
葛
飾
区
公
共
サ
イ
ン

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン（
素
案
）」

に
対
す
る
ご
意
見
を
お

寄
せ
く
だ
さ
い

　

区
で
は
、公
共
施
設
や
観
光

施
設
な
ど
に
区
民
の
皆
さ
ん
や

葛
飾
区
を
訪
れ
た
方
を
案
内
す

る
た
め
、公
共
サ
イ
ン（
案
内
誘

導
板
な
ど
）を
設
置
し
て
い
ま

す
。こ
の
公
共
サ
イ
ン
を
よ
り

分
か
り
や
す
く
、利
用
し
や
す

い
も
の
と
す
る
た
め
、「
葛
飾
区

公
共
サ
イ
ン
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン（
素

案
）」を
取
り
ま
と
め
ま
し
た
。

　

お
寄
せ
い
た
だ
い
た
ご
意
見

な
ど
を
考
慮
し
、
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
の
最
終
決
定
を
行
い
ま
す
。

　

ご
意
見
の
概
要
と
区
の
考
え

方
は
後
日
公
表
し
ま
す
。
ご
意

見
に
対
す
る
個
別
の
回
答
は
行

い
ま
せ
ん
。

【
閲
覧
・
意
見
提
出
期
間
】

12
月
15
日
㈪
〜
平
成
27
年
１
月

14
日
㈬
（
必
着
。
電
子
申
請
は

午
後
10
時
ま
で
）

【
閲
覧
場
所
】

政
策
企
画
課
（
区
役
所
６
階

６
０
８
番
）・
区
政
情
報
コ
ー

ナ
ー
（
区
役
所
３
階
３
０
４

番
）・
区
民
事
務
所
・
区
民
サ
ー

ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
・
図
書
館

　

区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
ト
ッ
プ

↓
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
（
区

民
意
見
提
出
手
続
））で
も
ご
覧

に
な
れ
ま
す
。

【
意
見
提
出
方
法
】

　

郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
、
持
参
で
、

ご
意
見
に
住
所
・
氏
名
・
電
話

番
号
を
書
い
て
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
電
子
申
請
可
。

【
提
出
先
・
担
当
課
】

〒
124
–
8555
葛
飾
区
役
所
政
策
企

画
課

☎（
５
６
５
４
）８
１
０
８

（
５
６
９
８
）１
５
０
１

区
内
施
設
の
指
定
管
理

者
を
公
募
し
ま
す

【
対
象
】　

株
式
会
社
な
ど
法
人
、

そ
の
他
の
団
体

【
施
設
】

水
元
体
育
館
（
水
元
１
–
23
–

１
）

小
菅
西
公
園
フ
ッ
ト
サ
ル
場

（
小
菅
１
–
２
–
１
）

　

両
施
設
の
管
理
・
運
営
を

行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

申
込
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、

要
項
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
要
項
配
布
期
間
】　

12
月
16
日

㈫
〜
平
成
27
年
１
月
６
日
㈫

　

区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
12
月
16

日
㈫
公
開
）
か
ら
も
取
り
出
せ

ま
す
。

【
要
項
配
布
場
所
・
担
当
課
】

生
涯
ス
ポ
ー
ツ
課
（
奥
戸
７
–

17
–
１
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン

タ
ー
内
）

　

☎（
３
６
９
１
）７
１
１
１

　平成 28 年１月から導入される予定のマイナンバー制度（社会保障・
税番号制度）注１では、マイナンバー（個人番号）を含む個人情報ファ
イルを保有する際には、特定個人情報保護評価注２を実施すること
を義務付けています。
　住民基本台帳に関する事務および税務事務について「特定個人情
報保護評価書（素案）」を作成しましたので、ご意見をお寄せください。

【閲覧・意見提出期間】
12 月 15 日（月）～平成 27 年１月 14 日（水）（必着。電子申請は午後
10 時まで）

【閲覧場所】
▷住民基本台帳に関する事務
　戸籍住民課（区役所２階 217 番）、区政情報コーナー（区役所３階
　３04 番）、区民事務所
▷税務事務
　税務課（区役所３階３21番）、区政情報コーナー（区役所３階３04番）、
　区民事務所

【意見提出方法】
　ご意見・住所・氏名を書いて、郵送・持参・ファクスで提出し
てください（意見提出用紙または任意の書式）。電子申請可。

【意見の取り扱い】
　寄せられたご意見は、特定個人情報保護評価書（素案）の必要
な見直しを行うために役立てます。また、確定した特定個人情報保
護評価書は後日公表します。ご意見に対する個別回答は行いません。

【提出先・担当課】
▷住民基本台帳に関する事務
　〒 124－8555 葛飾区役所戸籍住民課（区役所２階 217 番）
　☎ 5６54-81９1　FAX5６９8-15９4
▷税務事務
　〒 124-8555　葛飾区役所税務課（区役所３階 ３21 番）
　☎ 5６54-8550　FAX5６９8-1508

　「特定個人情報保護評価書（素案）」は区ホームページ（トップ
→パブリックコメント（区民意見提出手続））からもご覧になれ
ます。

政治家は有権者に寄附を「贈らない」　有権者は政治家に寄附を「求めない」　政治家から有権者への寄附は「受け取らない」
寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう　【担当課】　選挙管理委員会事務局　☎5654-8493 ～ 6

　マイナンバー制度は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、社会保障・税
制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するために導入されます。
　住民票を有する全員に12桁のマイナンバー（個人番号）が付番され、各機関が情報連携することで、複数の機関に存在する
個人の情報を同一人の情報であると確認することができ、各種申請時の添付書類の省略や行政の効率化などにつながります。
　詳しくは、内閣官房の社会保障・税番号制度のホームページ（http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/）をご覧に
なるか、マイナンバーコールセンターへお問い合わせください。

外国語対応（英語） ☎ ０５７０－２０－０２９１午前９時 30 分～午後５時 30 分
（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

　マイナンバーを取り扱う機関が、個人
のプライバシーなどに与える影響を予測
した上で個人情報の漏えいなどの事態を
発生させるリスク（危機）を分析し、そ
のリスクを軽減するために適切な措置を
講じることを自ら宣言するものです。

マイナンバー制度とは

特定個人情報保護評価とは

《マイナンバー制度》「特定個人情報保護評価書（素案）」に対するご意見をお寄せください

注１

日本語

注2

 ☎ ０５７０－２０－０
マ

１
イ

７
ナン

８
バー

マイナンバーコールセンター

お
わ
び
と
訂
正

　

12
月
５
日
号
２
面「
読
書
感

想
文
コ
ン
ク
ー
ル
」記
事
中
の

学
年
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

お
わ
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

中
学
生
の
部　

佳
作

正　
安
藤
玲
樹（
葛
美
中
２
年
）

誤　
安
藤
玲
樹（
葛
美
中
３
年
）

【
担
当
課
】　

指
導
室

☎（
５
６
５
４
）８
４
６
９

　死んでいる野鳥が、鳥インフ
ルエンザに感染している事例が
全国で報告されています。
　鳥インフルエンザは、人には
感染しないと考えられています
ので、日常生活では、過度に心
配することなく、冷静な行動を
お願いします。
　野鳥が死んでいても、直ちに
鳥インフルエンザを疑う必要は
ありませんが、次の点に注意し
ましょう。
▶︎衰弱した野鳥や死んだ野鳥に
　は触らない
▶︎鳥のふんなどに触れた場合に
　は、十分に手洗い・うがいを
　する

【担当課】　環境課　☎５６５４－８２3７

死んでいる野鳥に
注意しましょう


